
このﾆｭｰｽが届くころにはうっとうしい梅雨が空け、夏空が広がっていると思います。今年の夏も去年と
同じく暑くなるのでしょうか？さて今回のお話ですが、施行されて早くも３年目を迎えるＮＯｘ・ＰＭ法について
お話したいと思います。「いまさら、なんで？」と思われ方もいらっしゃるとは思いますが、平成2年から平成
8年の初度登録の車輌の使用可能最終日が、今年の9月30日以降の有効期間満了日となっていることも
あり、再度ご紹介したいと思います。「そんなこと、判っている！」と言わず最後までお付き合いください。
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右の図は車検証の備考欄を切り取った図です。
ご覧頂ければ判るとおもいますが、NＯx・PM法の
使用期限が記載されています。このように現在の
使用の本拠で使用期限が定められているお車を
お持ちになられている方は、少なくないと思います。
この車輌ですと、「平成20年9月29日以降の…」
とありますので、あと1回は現在の使用の本拠で
車検を取れますが、それ以降は車検が取れなくなり
ます。どうしても車を使用したい場合は、使用の本拠

を対策地域外に置くか、国土交通省が認可しているＮＯx・ＰＭ低減装置を取付するしか方法がありません。
ＮＯx・ＰＭ法施行当時は、規制値をｸﾘｱｰする低減装置はありませんでしたが、現在のところ３社の低減
装置が開発され、国土交通省の認可を受けています。しかし、すべてのｴﾝｼﾞﾝ型式に対応しているわけでは
ありません。ここで再度、確認の意味も踏まえ首都圏の対策地域をお知らせします。

所有されている車輌がどうなのか、不安になられた方がいらっしゃると思います。一番てっとり早い確認
方法は、先にもお書きしましたが、車検証の備考欄を確認することです。施行から2年強経過していることも
あり、その間車検を受検され新しい車検証になっているはずです。新しい車検証には必ず対象車か否か、
使用期限はいつまでか記載されていますのでご確認ください。また営業所などが対策地域外にあり、使用
の本拠を対策地域外に置いた場合は継続して車検はとれますが、八都県市ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制に適合して
いない場合は、八都県市ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制に適合している、PM減少装置を取付しなければ八都県市を運行
することができません。ＮＯx・PM法と八都県市ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制は混同されやすい規制ですが、違う規制
(法律)ですのでお間違いないようにしてください。また八都県市ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制は、平成18年4月1日から
東京都と埼玉県で規制が強化されます。

ｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸや高所作業車をお持ちのお客様に、
もうひとつの対策方法として現在使用している
ｸﾚｰﾝ部や高所作業部を取外し、新しいﾄﾗｯｸに載替
する方法があります。「ｸﾚｰﾝや高所作業部は、
まだまだ使えるのに！」と思われているお客様に
最適の方法です。国際ｻｰﾋﾞｽでは特種車輌の載替、

架装工事や八都県市ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車規制適合PM減少装置の取付販売を行っております。

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施中です。各種ｵｲﾙ・ｴﾚﾒﾝﾄ・ﾀｲﾔ・ﾜｲﾔｰなど格安で販売中です。その他に
ｽｰﾊﾟｰﾊｳｽ・刈払機・花火・各種ｸﾞｯｽﾞ・うどんなども販売しております。是非ご利用ください。

ご不明な点、分からない事等ありましたら是非ご相談ください。
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